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議案第１０５号 

 

 

 三次市放課後児童クラブ設置及び管理条例の一部を改正する条例 新旧対照

表 

改   正   案 現       行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 名称 位置   名称 位置  

 略 略   略 略  

 酒河第１放課後

児童クラブ 

三次市西酒屋町

８０４番地１   

  

  酒河第１放課後

児童クラブ 

三次市西酒屋町

１００２４番地

２ 

 

 酒河第２放課後

児童クラブ 

三次市西酒屋町

８０４番地１   

  

  酒河第２放課後

児童クラブ 

三次市西酒屋町

１００２４番地

２ 

 

 略 略   略 略  

備考 略 備考 略 

 


